
公 第 ４  － 0 1 2 号 

令 和 ４ 年 １ 月 1 4 日 

株式会社日本政策金融公庫  

管 財 部 契 約 課 

 

農業技術の研究開発動向等に関する調査業務の委託 

 

「農業技術の研究開発動向等に関する調査業務の委託」に係る調達先を以下の要領で公

募に付す。 

本件業務は、公庫顧客等への技術情報提供のために、農業・食品産業分野について、最

新技術情報の調査を行いその概要を毎月まとめて提出し、要請に応じての技術情報の照会、

現地に赴いての技術指導等の業務であり、それを実施するためには各分野で一定年数の専

門領域における研究指導経験を有する者を業務に充てる等、設定した応募要件を満たすこ

とを必要とする。 

当該要件を満たすのは、我が国の農業と食品産業の発展のため基礎から応用まで幅広い

分野で研究開発を行う我が国最大の研究機関であり、全国規模で研究拠点を配置して研究

活動を行っている特定業者のみが履行可能と考えられるが、他に業務履行が可能な者の有

無を確認するため、公募を実施するものである。 

なお、本公募に係る契約締結は、当該案件に係る予算が成立することを条件とするもの

である。 

 

１ 公募に付する事項 

（１）件名 

  「農業技術の研究開発動向等に関する調査業務の委託」 

（２）委託する業務内容 

イ 農業・食品産業分野について、公庫の融資先等担い手農業者等のために有益な最

新技術情報を調査したうえで、当該情報の概要、活用面での留意点等に関し、毎月

Ａ４用紙１枚にとりまとめたものを４種類提出する。なお、執筆内容については事

前に公庫と打ち合わせを行う。 

ロ 公庫の要請に応じて、農業・食品産業分野に関する専門家を公庫の指示する現地

に派遣し、技術指導を行う。（随時） 

ハ 公庫の指示する農業・食品産業分野に関する講習会・研修会に専門家を派遣する。

（随時） 

ニ 公庫の指示する農業・食品産業分野に関する技術的な照会に対して、案件に応じ

て３～５営業日以内に回答及びその裏付けとなる資料をとりまとめる。（随時） 

 (３) 契約期間 

   令和４年４月 1 日～令和５年３月 31 日（予定） 

 

２ 応募要件 

（１） 次に定める実績等を有する者であること 

イ 本調査業務の対応体制として、農業・食品産業分野の研究職としておおよそ 10

年の経験を有する複数名で構成するとともに、構成員のうち最低１名は博士号取得

者の配置が可能であること。 



ロ 令和３年４月以降、「農業者への技術指導」及び「農業者を対象とした研修会講師

の派遣」の実績がそれぞれ複数回あること。 

ハ 大学、独立行政法人試験研究機関、公設試験場、企業等との間に人脈を有し、技

術的課題に関して幅広い観点から調査を行えること。 

ニ 公庫の指定する場所、日程で専門家の派遣が可能であること（土・日・祝日を指

定することもある。）。 

（２）個人情報等管理体制が確立されていること。 

（３）顧客サポート等管理体制（顧客からの苦情等に係る対応体制）が確立されているこ

と。 

（４）次の各項に該当しない者であること。 

  イ 契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び反社会的勢力に

該当する者。 

ロ 公庫の契約に関し次の各号のいずれかに該当すると認められたときから公庫が定

めた３年以内の期間を経過しない者。 

（イ）契約の履行に当たり故意に工事、製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質

若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 

（ロ）公正な競争の執行を妨げたとき、又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益

を得るために連合したとき。 

（ハ）契約者が契約を履行することを妨げたとき。 

（ニ）監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 

（ホ）正当な理由なく契約を履行しなかったとき。 

（へ）契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を

故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。 

（ト）この項（この号を除く。）の規定により競争に参加できないこととされている者

を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使

用したとき。 

  ハ 参加申込書及びその添付書類に虚偽の記載をした者 

（５）経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であり適正な契約の

履行が確保される者 

（６）会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づ

き再生手続の申立てがなされている者でないこと。 

（７）参加申込書及び参加資格確認資料の提出期限の日から契約締結までの期間に、公庫

から契約規則に基づく契約資格喪失措置を受けていない者。 

（８）その他公庫が不適当と認めた者でないこと。 

 

３ 応募申込 

応募希望者は、令和４年１月 28 日（金）15 時 00 分までに、参加申込書（別添１）及

び下記４に示す提出書類を下記５の申込先に提出する。  

 

４ 提出書類 

(１) 参加資格があることを証明する書類 

イ 適合証明書（別添２） 

ロ 個人情報等管理体制確認書（別添３） 



ハ 顧客サポート等管理体制に係る確認書（別添４） 

ニ 誓約書（別添５） 

 (２) 見積書(必要な経費の内訳明細、様式適宜) 

 

５ 申込・問合せ先 

〒100－0004 

東京都千代田区大手町１丁目９番４号 大手町フィナンシャルシティ ノースタワー 

株式会社日本政策金融公庫 管財部 契約課 

担当：小田  

電話：０３－３２７０－１５５２ 

FAX ：０３－３２７０－１４４１ 



別添１ 

 

令和  年   月  日 

 

参加申込書 

 

株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫  

管財部長 本西 正人 殿 

 

郵 便 番 号 

                 住 所 

                                  商号又は名称 

                  代 表 者 氏 名              代表者印 

 

 

  株式会社日本政策金融公庫が令和４年１月 14 日付けで公告した「農業技術の研究開発

動向等に関する調査業務の委託」の公募に参加することを希望します。 

 

 

  

  

担 当 者 名  

電 話 番 号  

F AX 番 号   

E-MAIL   

 

 

 

 



別添２ 

 

令和    年    月    日 

適 合 証 明 書                 

 

株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫  

管財部長 本西 正人 殿 

 

               住        所 

               商号又は名称 

               氏    名 

 

本件に係る「応募要件」について、以下のとおり適合することを証明いたします。 

（注）「判断の根拠となる理由」欄において証拠書類等の添付を必要とする場合は、当該欄に添付の有無

及び添付書類名を記入する。  

以上 

 応募者の要件 判断の根拠となる理由 

１ 

本調査業務の対応体制として、農業・食品産業
分野の研究職としておおよそ 10 年の経験を有
する複数名で構成するとともに、構成員のうち
最低１名は博士号取得者の充当が可能である
こと 

〔応募者の要件の有無を選択すること。〕 

 

有・無 

 

〔対応体制、経歴書を添付すること。経歴書等添付

の有無〕 

有・無 

２ 
令和３年４月以降、「農業者への技術指導」及
び「農業者を対象とした研修会講師の派遣」の
実績がそれぞれ複数回あること 

〔応募者の要件の有無を選択すること。〕 

 

有・無 

 

〔技術指導及び研修会講師派遣実績が分かる資料

を添付すること。添付の有無〕 

 

有・無 

 

 

３ 
大学、独立行政法人試験研究機関、公設試験場、
企業等との間に人脈を有し、技術的課題に関し
て幅広い観点から調査を行えること 

〔応募者の要件の有無を選択すること。〕 

 

 

有・無 

 

４ 

公庫の指定する場所、日程で専門家の派遣が可

能であること（土・日・祝日を指定することも

ある） 

〔応募者の要件の有無を選択すること。〕 

 

有・無 



別添３ 

  個人情報等管理体制確認書 

項目 内容 

会社の概要 

会社名：      

代表者氏名：     

従業員数：      

所在地：       

概要： 

（１）沿革：     

（２）資本金：    

（３）事業内容：   

（４）その他：    

受託業務の担当人員等  

個人情報及び顧客情報（以下「個人情報

等」という。）の安全管理に係る基本方

針が整備されていること。 

 

個人情報等の安全管理に係る取扱い規

定が整備されていること。 

 

個人情報等の取扱い状況の点検及び監

査に係る規定が整備されていること。 

 

再委託（子会社（会社法第２条第３号に

規定する子会社をいう。）に対する再委

託を含み、再々委託以降の委託を含む。）

に係る規定が整備されていること。 

 

取締役、執行役その他の業務執行に責任

を有する者が個人情報等の管理の責任

者であること。 

【個人情報等の管理の責任者：                】 

従業員と個人情報等の非開示契約がな

されていること。 

 

個人情報等の漏えいが生じていないこ

と又は漏えいが生じた後、適切な防止策

を実施し、再発のおそれがないと認めら

れること。 

 

その他、経営の健全性の確保のために実

施していること。 
 

上記のとおり相違ありません。               令和  年  月  日 

 

 
     

 

                  



  別添３（記載例） 

個人情報等管理体制確認書（記載例） 

項目 内容 

会社の概要 会社名      株式会社○○○○ 

代表者氏名    ○○ ○○ 

従業員数     ○○名 

所在地      東京都○○区○○町１－２－３ 

概要 

（１）沿革    昭和○年○月創業 

（２）資本金   金１億円 

（３）事業内容  情報通信業 

（４）その他   プライバシーマーク認証番号 〇〇〇〇 

受託業務の担当人員等 担当部署 金融担当第○部    担当人員 ５人 

個人情報及び顧客情報（以下「個人情報

等」という。）の安全管理に係る基本方

針が整備されていること。 

個人情報の保護に関する法律及びその他関連法令を遵守し、弊社で定めて

いる安全管理規定に従って個人情報及び顧客情報を取扱うことを基本方

針に掲げています。 

個人情報等の安全管理に係る取扱い規

定が整備されていること。 

個人情報等の取扱者を指定し、指定された者以外は個人情報等を取扱えな

いことを規定しています。また、個人情報等データベースのアクセス及び

持ち出しを制限することを規定しています。 

個人情報等の取扱い状況の点検及び監

査に係る規定が整備されていること。 

担当部の部長が、個人情報等の取扱状況について年１回点検すること、監

査委員会を設置し、監査委員長が年１回監査することを規定しています。 

再委託（子会社（会社法第２条第３号に

規定する子会社をいう。）に対する再委

託を含み、再々委託以降の委託を含む。）

に係る規定が整備されていること。 

個人情報等の取扱いを外部業者に委託する場合は、委託先を弊社で定める

選定基準に従って選定し、安全管理措置を盛り込んだ契約を締結すること

を規定しています。 

取締役、執行役その他の業務執行に責任

を有する者が個人情報等の管理の責任

者であること。 

【個人情報等の管理の責任者： 代表取締役  ○○ ○○】 

従業員と個人情報等の非開示契約がな

されていること。 
全従業員及び派遣職員から情報の非開示に係る誓約書を受けています。 

個人情報等の漏えいが生じていないこ

と又は漏えいが生じた後、適切な防止策

を実施し、再発のおそれがないと認めら

れること。 

令和○年○月○日、当社従業員が出張中に、顧客情報○○件を含むデータ

を収録した可搬性記録媒体（ＵＳＢメモリ）の盗難事故に遭い、顧客情報

流出の可能性が生じました。 

事故発生後、以下の再発防止策を徹底しております。 

(1)・・・・ 

(2)・・・・ 

その他、経営の健全性の確保のために実

施していること。 

安全管理を推進するために従業員への教育及び訓練を計画的に行ってい

ます。 

就業規則において、法令及び社内規定を違反した従業員に対して懲戒処分

を課すことにしています。 



上記のとおり相違ありません。          令和○○年○○月○○日 

株式会社○○○○ 

代表取締役 ○○ ○○        

 

【個人情報及び顧客情報を取り扱う業務の受託条件】 

・個人情報及び顧客情報（以下「個人情報等」という。）の安全管理に係る基本方針が整備され

ていること。 

・個人情報等の安全管理に係る取扱い規定が整備されていること。 

・個人情報等の取扱い状況の点検及び監査に係る規定が整備されていること。 

・再委託に係る規定が整備されていること。 

・取締役、執行役その他の業務執行に責任を有する者が個人情報等の管理の責任者であること。 

・従業員と個人情報等の非開示契約がなされていること。 

・個人情報等の漏えいが生じていないこと又は漏えいが生じた後、適切な防止策を実施し、再発

のおそれがないと認められること。 

・経営の健全性が認められること。 



別添４ 

顧客サポート等管理体制に係る体制図 

調査項目 内  容 

相談、苦情及び要望に係

る対応管理責任者 

 

体 制 図  

上記のとおり相違ありません。 

令和  年  月  日 

 

 

                                  



別添４（記載例） 

 

顧客サポート等管理体制に係る体制図（記載例） 

調査項目 内  容 

 

相談、苦情及び要望に係る

対応管理責任者 

クレーム対応の管理責任者は、代表取締役  ○○ ○○となっています。 

 

体 制 図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【処理手順】 

（１）○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

（２）○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

（３）○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

 

 

 

 

 

 

上記のとおり相違ありません。 

令和ＸＸ年Ｘ月ＸＸ日 

株式会社 ○○○○ 

代表取締役 ○○ ○○     

顧客等 

現地スタッフ 

該当営業所 

対応 

報告 

本社○○部 

指示 

公庫本店（○○部） 

報告・ 

対応協議 

苦情 

苦情 

報告 



別添５ 

 

令和  年    月    日 

株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫  

管財部長 本西 正人 殿 

                  住        所 

                                 商号又は名称 

                                 代 表 者 氏 名                   代表者印 

 

誓 約 書 

 

今般、株式会社日本政策金融公庫が行う「農業技術の研究開発動向等に関する調査業

務の委託」の公募（令和４年１月 14 日付け公告）に関し、「２ 応募要件」にある下記

項目の全てを満たすことを誓約するとともに、万一、後日、不正な行為等が判明した場

合は、公庫のとられる処置には一切異議の申し立ては行いません。 

 

記 

１ 次の各項に該当しない者であること。 

（１）契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び反社会的勢力に該

当する者。 

（２）公庫の契約に関し次の各号のいずれかに該当すると認められたときから公庫が定め

た３年以内の期間を経過しない者。 

イ 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若

しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 

ロ 公正な競争の執行を妨げたとき、又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を

得るために連合したとき。 

ハ 契約者が契約を履行することを妨げたとき。 

ニ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 

ホ 正当な理由なく契約を履行しなかったとき。 

へ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故

意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。 

ト この項（この号を除く。）の規定により競争に参加できないこととされている者 

を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用

したとき。 

 （３）参加申込書及びその添付書類に虚偽の記載をした者 

２ 経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の

履行が確保される者。 

３ 会社更生法に基づき更正手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づ

き再生手続きの申立てがなされている者でないこと。 

以上 


